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す
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北
方
領
土
へ
の
支
援
物
資
船
が
国
後
島
へ
の
上
陸
を
断
念
し
た
件
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

北
方
領
土
に
居
住
す
る
ロ
シ
ア
系
住
民
へ
支
援
物
資
を
届
け
る
べ
く
、
本
年
一
月
二
十
七
日
に
根
室
港
を
出
港
し
た
支
援
物

資
船
（
以
下
、
「
支
援
物
資
船
」
と
い
う
。
）
が
、
国
後
島
到
着
後
、
ロ
シ
ア
側
か
ら
出
入
国
カ
ー
ド
の
提
出
を
求
め
ら
れ
、

同
月
二
十
八
日
、
「
支
援
物
資
船
」
は
国
後
島
へ
の
上
陸
を
断
念
し
、
根
室
港
に
引
き
返
す
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
。
右
と

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
七
一
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

今
回
「
支
援
物
資
船
」
が
国
後
島
へ
の
上
陸
を
断
念
し
、
支
援
事
業
が
行
え
な
い
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
が
、
そ
の
経

緯
に
つ
き
外
務
省
は
「
前
回
答
弁
書
」
で
「
外
務
省
と
し
て
は
、
ロ
シ
ア
側
に
対
し
、
昨
年
末
、
本
年
度
の
人
道
支
援
物
資

供
与
事
業
の
実
施
に
関
し
て
通
報
し
、
ロ
シ
ア
側
か
ら
異
存
な
い
旨
の
回
答
を
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日
に
得
て
い

た
。
し
か
し
、
同
日
、
ロ
シ
ア
側
か
ら
、
今
次
人
道
支
援
物
資
供
与
事
業
の
た
め
の
北
方
四
島
訪
問
に
際
し
て
は
、
『
出
入

国
カ
ー
ド
』
の
提
出
が
必
要
で
あ
る
旨
の
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
と
し
て
の
立
場
が
初
め
て
表
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
説

明
し
て
い
る
。
右
答
弁
に
あ
る
「
昨
年
末
」
と
は
い
つ
か
、
そ
の
具
体
的
な
日
に
ち
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

一
の
答
弁
に
あ
る
、
本
年
度
の
人
道
支
援
物
資
供
与
事
業
（
以
下
、
「
事
業
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に
つ
い
て
、
外
務
省

が
通
報
し
た
ロ
シ
ア
側
の
担
当
部
局
は
ど
こ
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



三

一
の
答
弁
に
は
、
本
年
一
月
二
十
三
日
の
う
ち
に
「
事
業
」
実
施
に
異
存
な
い
旨
の
回
答
と
、
「
事
業
」
実
施
に
際
し
て

出
入
国
カ
ー
ド
の
提
出
を
要
求
す
る
旨
の
連
絡
の
二
つ
が
な
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
右
の
回
答
と
連
絡
が
外
務
省
に

な
さ
れ
た
時
刻
、
方
法
並
び
に
そ
れ
ぞ
れ
を
受
け
た
外
務
省
の
部
局
に
つ
き
、
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

一
の
答
弁
で
外
務
省
は
、
「
事
業
」
実
施
の
通
報
を
昨
年
末
に
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
回
答
が
な
さ
れ
た

の
は
本
年
一
月
二
十
三
日
で
あ
る
。
そ
の
間
の
約
一
ヶ
月
間
、
ロ
シ
ア
側
か
ら
、
外
務
省
か
ら
の
「
事
業
」
実
施
の
通
報
に

対
し
、
何
の
回
答
、
連
絡
も
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
。

五

昨
年
十
月
二
十
日
、
ビ
ザ
な
し
交
流
で
日
本
を
訪
問
し
て
い
た
ロ
シ
ア
外
務
省
在
ユ
ジ
ノ
サ
ハ
リ
ン
ス
ク
外
交
代
表
の
ウ

ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ノ
ソ
フ
氏
が
根
室
市
で
記
者
会
見
（
以
下
、
「
記
者
会
見
」
と
い
う
。
）
し
た
際
に
、
我
が
国
国
民
が
ビ
ザ

な
し
交
流
で
北
方
四
島
を
訪
問
す
る
際
、
来
年
度
か
ら
ロ
シ
ア
の
出
入
国
カ
ー
ド
へ
の
記
入
が
必
要
に
な
る
旨
述
べ
る
等
、

ロ
シ
ア
政
府
部
内
で
出
入
国
カ
ー
ド
の
提
出
を
求
め
る
動
き
に
つ
い
て
は
昨
年
十
月
の
う
ち
に
見
ら
れ
て
お
り
、
今
回
の
事

態
が
発
生
す
る
こ
と
は
、
「
記
者
会
見
」
か
ら
も
十
分
に
予
見
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

六

「
記
者
会
見
」
が
な
さ
れ
た
昨
年
十
月
か
ら
、
外
務
省
と
し
て
出
入
国
カ
ー
ド
に
関
し
て
ロ
シ
ア
政
府
側
と
十
分
な
協
議

を
し
て
き
た
か
。
出
入
国
カ
ー
ド
提
出
は
我
が
国
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
等
、
我
が
国
の
立
場
を
き
ち
ん
と
説
明
し
、

二



理
解
を
得
る
努
力
を
し
て
き
た
か
。
昨
年
の
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
一
五
八
号
、
三
五
七
号
）
で
は
「
御
指
摘

の
者
の
御
指
摘
の
発
言
に
あ
る
よ
う
な
手
続
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
か
ら
外
務
省
に
対
し
て
求
め
ら

れ
て
お
ら
ず
、
外
務
省
と
し
て
御
指
摘
の
発
言
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
す
る
立
場
に
は
な
い
。
」
、
「
御
指
摘
の
者
の
御
指
摘

の
発
言
に
あ
る
よ
う
な
手
続
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
十
七
日
現
在
ま
で
に
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
か
ら
求
め
ら
れ
て

お
ら
ず
、
外
務
省
と
し
て
御
指
摘
の
発
言
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
す
る
立
場
に
は
な
い
。
」
と
、
ロ
シ
ア
政
府
か
ら
正
式
な
申

し
入
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
、
あ
た
か
も
事
態
を
静
観
す
る
か
の
よ
う
な
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
前
回
答
弁
書
」
で

は
「
外
務
省
と
し
て
は
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
た
が
、
ロ
シ
ア
側
が
立
場
を
変
え
た
た
め
、
や
む
を
得
ず
今
次
訪
問
に
お

け
る
人
道
支
援
物
資
供
与
の
中
止
を
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
、
外
務
省
と
し
て
あ
く
ま
で
き
ち
ん
と
し
た
対
応
を

と
っ
て
き
た
旨
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
記
者
会
見
」
の
直
後
よ
り
、
外
務
省
と
し
て
実
際
に
ど
の
様
な
対
応
を

と
っ
て
き
た
の
か
。
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
何
ら
明
確
な
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
再
度
質
問
す
る
。

七

本
年
一
月
二
十
九
日
付
の
朝
日
新
聞
に
、
ノ
ソ
フ
氏
が
同
紙
の
取
材
に
答
え
た
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
右
記
事
に
よ

る
と
、
二
〇
〇
二
年
の
連
邦
法
改
正
に
よ
り
、
出
入
国
カ
ー
ド
の
記
入
が
義
務
化
さ
れ
、
ロ
シ
ア
内
務
省
の
移
民
局
が
同
国

の
外
務
省
に
、
連
邦
法
の
違
反
を
厳
し
く
指
摘
す
る
警
告
が
な
さ
れ
て
い
た
と
ノ
ソ
フ
氏
は
語
っ
て
い
る
。
更
に
ノ
ソ
フ
氏

三



は
、
ロ
シ
ア
内
務
省
移
民
局
と
同
国
外
務
省
の
間
で
、
ビ
ザ
な
し
交
流
の
例
外
扱
い
は
二
〇
〇
八
年
ま
で
と
す
る
合
意
が
な

さ
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
前
回
質
問
主
意
書
で
、
右
の
ビ
ザ
な
し
交
流
に
お
け
る
出
入
国
カ
ー
ド
の

取
り
扱
い
を
巡
る
ロ
シ
ア
政
府
部
内
の
一
連
の
動
き
を
外
務
省
は
把
握
し
て
い
た
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」

で
は
「
ロ
シ
ア
側
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日
に
至
る
ま
で
は
内
部
調
整
に
努
め
て
い
た
と
承
知
し
て
い
る
が
、
御

指
摘
の
よ
う
な
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
内
部
の
動
き
に
つ
い
て
外
務
省
と
し
て
コ
メ
ン
ト
す
る
立
場
に
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な

さ
れ
て
い
る
。
外
務
省
と
し
て
、
出
入
国
カ
ー
ド
及
び
ビ
ザ
な
し
交
流
に
お
け
る
同
カ
ー
ド
の
例
外
扱
い
等
を
巡
る
ロ
シ
ア

政
府
部
内
の
一
連
の
動
き
を
正
確
に
把
握
し
て
い
た
の
か
。

八

七
で
、
正
確
に
把
握
し
て
い
た
の
な
ら
、
本
年
一
月
二
十
三
日
、
同
日
中
に
ロ
シ
ア
政
府
よ
り
相
反
す
る
回
答
が
寄
せ
ら

れ
、
「
事
業
」
を
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
い
う
事
態
が
発
生
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
が
、
外
務
省

の
見
解
如
何
。

九

七
で
、
正
確
に
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
の
な
ら
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
外
務
省
の
情
報
収
集
能
力
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
を

表
す
の
か
。

右
質
問
す
る
。

四


